
第１回長野東スーパーフレックス新校再編実施計画懇話会 

日時：令和５年９月 12日（火） 

                                     18時～19時 30分 

 会場：長野県長野高等学校２階会議室 

                                  

次 第 

１ 開 会 

２ 県教育委員会挨拶 

３ 自己紹介 

 ４ 長野東スーパーフレックス新校（仮称）再編実施計画懇話会について 

（１）「懇話会」開催の趣旨について 

  （２）今後のスケジュールについて 

５ 座長選出 

６ 会議事項 

（１）「高校改革～夢に挑戦する学び～」について 

① 実施方針 

② 再編・整備計画【三次】 

③ 長野東スーパーフレックス新校の学校像 

  （２）質疑応答及び意見交換 

７ その他 

   次回の予定  

【日時】 令和５年 10月 23日（月）18時～19時 30分 

【場所】 長野県長野高等学校２階会議室 

    【内容】 講演「多部制・単位制・通信制高校の魅力について（仮）」 

         講師 福岡県立博多青松高等学校 校長 工藤宏敏 先生 

             

８ 閉 会 



（敬称略）

区分 氏名 所属等 役職等

1 西澤　雅樹 長野市 副市長

2 丸山　陽一 長野市教育委員会 教育長

3 産業界 塚田　まゆり 長野商工会議所　 副会頭

4 茅野　理恵 信州大学学術研究院教育学系心理支援教育グループ 准教授

5 小林　勝彦 長野県専修学校各種学校連合会 理事長

6 尾島　信久 長野地域振興局 局長

7 堀江　三定 長野市スポーツ協会 理事長

8 伊藤　羊子 一般財団法人長野県文化振興事業団　芸術文化推進室 室長

9 戸井田　由奈 特定非営利活動法人長野県ＮＰＯセンター コーディネーター

10 西澤　敏 長野東高等学校同窓会 同窓会長

15 宮下　匡弘 長野東高等学校ＰＴＡ 会長

16 小林　優 長野市ＰＴＡ連合会（小学校） 副会長

17 江口　康人 長野市ＰＴＡ連合会（中学校） 副会長

18 小池　勲 長野市小学校長会（長水地区小学校長会） 幹事長

19 横澤　秀信 長野市中学校長会（長水地区中学校長会） 会長

20 藤澤　里美 長野養護学校　 校長

21 平林　洋一 県立高等学校長会定通部会長　（松本筑摩高等学校校長） 会長

22 池田　唯人 生徒会長

23 桑原　俊樹 校長

24 柳澤　秀樹 教諭

25 町田　夢 生徒会長

26 倉島　在音 副会長

27 内藤　信一 校長

28 丸山　淳一 教諭

29 小出　淳 生徒代表

30 廣田　昌彦 校長

31 山本　俊介 教諭

32 淺田　響 生徒会長

33 三澤　秀樹 校長

34 寺嶋　龍也 教諭

35 白石　芽生 生徒代表

36 小金　典子 校長

37 野村　浩史 教諭

【事務局】

（教頭）小林　昌明　（教諭）丸山　淳一

（教頭）功刀　裕　　（教諭）北島　匡晃・山本　俊介

（教頭）塩入　孝一　（教諭）寺嶋　龍也

（教頭）青木　裕士　（教諭）傳田　伊史・野村　浩史

氏名 所属等 役職等

　栁澤　弘蔵 高校教育課 高校再編推進室 主幹指導主事

　内山みのり 高校教育課 高校再編推進室 主任指導主事

　山﨑　巌 高校教育課 高校再編推進室 主任指導主事

長野東スーパーフレックス新校再編実施計画懇話会 構成員名簿

自治体

学識経験者

地域

同窓会
振興会

11 和田　安雄 長野吉田高等学校戸隠分校同窓会 同窓会長

12 鷲澤　幸一 長野高等学校定時制振興会 振興会長

13 塚田　篤雄 長野商業高等学校定時制振興会 振興会長

氏名（役職等）

長野東高校

長野吉田高等学校戸隠分校　

長野高等学校　定時制

14 岡　正子 長野西高等学校通信制振興会 振興会長

ＰＴＡ

小中学校等
関係者

（教頭）峯村　勲　　（教諭）柳澤　秀樹・伊藤　宏文・栗原　聡・齋藤　正義　　　　

長野東高等学校

長野吉田高等学校戸隠分校　

長野高等学校定時制

長野商業高等学校定時制

長野西高等学校通信制

長野商業高等学校　定時制

長野西高等学校　通信制

県教育委員会

再編対象校

学校名



新校再編実施計画懇話会開催要綱 

 

（目的） 

第１ 県教育委員会が、統合新校ごとの再編実施計画を策定するにあたり、再編対象校

に加えて、対象校が所在する地域の意見を聴くため、「新校再編実施計画懇話会」（以

下、「懇話会」という。）を開催する。 

  なお、懇話会は、地方自治法第 138条の４第３項の規定に基づき、法律又は条令に

より設置された附属機関ではないものとする。 

 

（会議事項） 

第２ 懇話会は、次の事項について意見交換を行う。 

（１）学校像、教育方針等に関すること 

（２）校地・施設・設備等に関すること 

（３）管理運営等に関すること 

（４）教育内容等に関すること 

（５）その他、県教育委員会が必要と認める事項に関すること 

 

（構成員） 

第３ 懇話会の構成員は、統合対象校の学校関係者（校長、教職員等）、地域の代表（自

治体関係者、産業界の代表等）、同窓会、ＰＴＡ、生徒の代表等とし、必要に応じ、

県教育委員会が依頼する。 

２ 会議に座長を置く。 

 

（開催期間） 

第４ 会議は統合新校が開校するまでの間、開催するものとする。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和２年 10月 26日から施行する。 

 

 

 



「新校再編実施計画懇話会」の目的、構成員の役割等について 

 

R5.9.12 

長野県教育委員会事務局高校教育課 

高校再編推進室 

 

 

１ 懇話会の位置づけ 

  「審議会等の設置及び運営に関する指針（平成 14年 1月 18日制定）」第２（２） 

に規定する「懇談会等」。 

（注）地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 138条の 4第 3項に規定する「附属 

 機関」ではない。 

 

２ 主宰者 

  長野県教育委員会 

 

３ 目的 

  統合新校の開校に向けて、目指す学校像や教育課程のあり方等について意見交換

を行い、県教育委員会と共に学校づくりを行う。 

 

４ 懇話会の役割 

  次の事項について意見交換を行うが、懇話会としての意思を表明する「答申」、 

「承認」等は行わない。 

  ○目指す学校像 ○設置課程・学科 ○募集学級数 ○募集開始年度 

  ○活用する校地・校舎 ○学校教育目標 ○教育課程 ○施設・設備 

  ○校名 ○校歌・校章 ○統合の方法 など 

 

５ 構成員として期待される役割 

  地域や組織の代表として、可能な範囲で情報収集や意見集約等を行い、大所高所 

 から統合新校の学校像や教育課程のあり方などに関する提案を行うとともに、懇話 

会における意見交換の状況等を地域や組織へ時機をとらえて伝達する。 

 

６ その他 

  新校再編実施計画懇話会開催要綱は、別紙のとおり。 

 



 

 

教育委員会定例会で決定 

「長野東スーパーフレックス新校再編実施計画懇話会」のスケジュール（案） 

高校再編推進室 

年度 月・日 
懇話会・ 

校地検討会議 
 内 容 事務局会議 

令
和
５
年
度
（
２
０
２
３
年
度
）
～ 

 

６月～ 

 ８月 
  

第 1回（６/19） 

第２回（７/18） 

第３回（８/29） 

９月 

12日 
第１回懇話会 

〇「県教委より説明」 

・実施方針、三次案の説明 

 

10月 

23日 
第２回懇話会 

〇目指す学校像（ビジョンの共有） 

・先進高校関係者による講演会  

 （講師）福岡県立博多青松高等学校学校長  

工藤宏敏 先生 

 

12月 

19日 

第３回懇話会 

 

〇目指す学校像 

・生徒から学びの紹介や新校への要望等（予定） 

 

２月 

５日 

第４回懇話会 

 

〇目指す学校像 

・グループディスカッション（予定） 

 

 

 

 

１～２

ヶ月に

１回開

催予定 

 

 

 

 

 

 

 

県教育委員会定例会で決定 

新校開校まで随時（３～４回／年）程度開催

予定 

新 校 開 校 

＜意見交換項目＞ 

〇学校像、新校の学び  〇設置課程 

〇活用する校地・校舎 

〇募集開始年度  〇募集学級数 

⇒「再編実施基本計画」（案）策定 


